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カートクラブおよび団体の登録規定
第１条　目　　　　的
　　この規定は、ＪＡＦ発給のカートライセンスの所持者を主たる構成員とする、カートクラブおよび団体のＪＡＦへの

登録手続を定め、かつその成立要件、登録の有効期間および特典の範囲を明確にすることを目的とする。
第２条　クラブおよび団体の種別
　　登録されるクラブおよび団体の種別は、次の通りとする。
　　１．準加盟カートクラブ
　　２．加盟カートクラブ
　　３．公認カートクラブ
　　４．加盟カート団体
　　５．特別カート団体
　　６．加盟カートコース団体
　　７．公認カートコース団体
第３条　クラブおよび団体の登録
　　カートによる競技会を開催しようとするクラブおよび団体は、ＦＩＡの国際モータースポーツ競技規則、ＣＩＫ－Ｆ

ＩＡの国際カート規則およびそれに基づいたＪＡＦの国内競技規則、ＪＡＦ国内カート競技規則ならびにカートに関す
る諸規則を遵守することを条件に、ＪＡＦへ登録されなければならない。

１．準加盟カートクラブ
＜申請資格＞
　①カートに関するクラブ活動を行っていること。
　②所属クラブ会員のうち５名以上がＪＡＦのカートドライバーライセンスもしくはカートオフィシャルライセンス所持

者であること。一人で両方のライセンスを所持している者については、どちらか一方のライセンスでのみ、所属クラ
ブの会員としてＪＡＦに届出ることができる。また、カートライセンス所持者の定数は、すでに他のクラブ、団体か
らＪＡＦへ登録されているものは除かれる。

　③クラブ代表者は、ＪＡＦの会員で成年でなければならない。
＜申請手続き＞
　　上記＜申請資格＞を満たした上で、下記の提出書類および申請料を添えて手続きを行うこと。
　　なお、クラブ名称については別途定める「カートクラブおよび団体の名称に関する規定」に従うこと。
　①新規申請の場合：
　　（ａ）所定の様式による登録申請書
　　（ｂ）クラブの会則
　　（ｃ）所定の様式によるクラブ員名簿
　　（ｄ）所定の様式によるクラブ経歴書／名称に関する説明書
　　（ｅ）加盟申請料
　　（ｆ）年度登録申請料
　②更新申請の場合：
　　（ａ）所定の様式による登録申請書

１９７１年１１月　１日制　　定
１９９０年１０月２３日改　　定
１９９１年１０月２３日改　　定
１９９２年　７月２１日改　　定
１９９３年　７月２１日改　　定
１９９４年１０月２３日改　　定
１９９５年　４月　１日施　　行
１９９５年１０月　５日改　　定
１９９６年　１月　１日施　　行
１９９７年１０月２３日改　　定
１９９８年　１月　１日施　　行
１９９８年１０月２９日改　　定
１９９９年　１月　１日施　　行
１９９９年１０月２２日改　　正
２０００年　１月　１日施　　行

２００１年１２月　６日改　　正
２００２年　１月　１日施　　行
２００３年　３月２４日改　　正
２００３年　６月　１日施　　行
２００４年　８月　２日改　　正
２００６年　１月　１日施　　行
２００８年１１月２７日改　　正
２００９年　４月　１日施　　行
２０１２年　７月２６日改　　定
２０１３年　１月　１日施　　行
２０１４年　７月３１日改　　定
２０１５年　１月　１日施　　行
２０２１年　８月　３日改　　定
２０２２年　１月　１日施　　行
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　　（ｂ）クラブの会則
　　（ｃ）所定の様式によるクラブ員名簿
　　（ｄ）年度登録申請料
　注）（ｂ）は従来の提出内容に変更がある場合にのみ必要とする。
　③登録申請の際、加盟カートクラブから準加盟カートクラブへ降格申請する場合は、別途定める準加盟カートクラブの

加盟申請料を納入すること。
＜特典＞
　①ＪＡＦの組織許可を受けて、格式制限付以下の公認競技会を主催することができる。
　②ＪＡＦ国内カートカレンダーに記載登録を行うことができる。
　③カート国内Ｂドライバーライセンス講習会およびカートオフィシャルライセンス３級講習会を開催することができる。
　④公認競技会開催にあたっては、他のクラブまたは団体の協力を求めることができる。
　⑤クラブ代表者はカートジュニアＢおよびカート国内Ｂドライバーライセンスを取得する資格を有すると判断した者を

ＪＡＦに推薦することができる。
　⑥クラブ代表者はカートオフィシャルライセンス３級を取得する資格を有すると判断した者をＪＡＦに推薦することが

できる。
　⑦ＪＡＦからカートスポーツに関する情報を受けることができる。
　⑧クラブ代表者は、当該クラブ名称の国内エントラントライセンスを申請し、取得できる。
　⑨ＪＡＦへ格式制限付までのカートコースの公認申請を行うことができる。
＜更新の成立＞
　①登録は暦年ごとに更新し、毎年１月１日から12月31日までを有効期間とする。年度の途中で登録したものは、その年

の12月31日までを有効期間とする。
　②更新登録は、同年12月１日から翌年度のものについて行うことができる。
　③その年度の３月末日を過ぎて更新手続きを行わない場合は、更新の資格を失い、準加盟カートクラブに関する一切の

権利を消失するものとする。

２．加盟カートクラブ
＜申請資格＞
　①カートに関するクラブ活動を行っていること。
　②所属クラブ会員のうち10名以上がＪＡＦのカートドライバーライセンスもしくはカートオフィシャルライセンス所持

者であること。一人で両方のライセンスを所持している者については、どちらか一方のライセンスでのみ、所属クラ
ブの会員としてＪＡＦに届出ることができる。また、カートライセンス所持者の定数は、すでに他のクラブ、団体か
らＪＡＦへ登録されているものは除かれる。

　③クラブ代表者は、ＪＡＦの会員で成年でなければならない。
＜申請手続き＞
　　上記＜申請資格＞を満たした上で、下記の提出書類および申請料を添えて手続きを行うこと。
　　なお、クラブ名称については別途定める「カートクラブおよび団体の名称に関する規定」に従うこと。
　①新規申請の場合：
　　（ａ）所定の様式による登録申請書
　　（ｂ）クラブの会則
　　（ｃ）所定の様式によるクラブ員名簿
　　（ｄ）所定の様式によるクラブ経歴書／名称に関する説明書
　　（ｅ）加盟申請料
　　（ｆ）年度登録申請料
　②更新申請の場合：
　　（ａ）所定の様式による登録申請書
　　（ｂ）クラブの会則
　　（ｃ）所定の様式によるクラブ員名簿
　　（ｄ）年度登録申請料
　注）（ｂ）は従来の提出内容に変更がある場合にのみ必要とする。
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　③年度途中の昇格申請の場合：
　　（ａ）所定の様式による登録申請書
　　（ｂ）クラブの会則
　　（ｃ）所定の様式によるクラブ員名簿
　　（ｄ）加盟申請料
　注）（ｂ）は従来の提出内容に変更がある場合にのみ必要とする。
　　　また、（ｃ）は加盟カートクラブの申請資格を充足させるためのものとする。
　④更新申請の際、準加盟カートクラブから加盟カートクラブへ昇格申請する場合は、別途定める加盟カートクラブの加

盟申請料を納入すること。
＜特典＞
　①準加盟カートクラブの特典に加え、以下の特典が与えられる。
　②ＪＡＦの組織許可を受けて、格式国内までの公認競技会を主催することができる。
　③国際Ｅおよびカートオフィシャルライセンス２級／１級講習会を開催することができる。
　④クラブ代表者はカートジュニアＡ、カート国内Ａドライバーライセンスを取得する資格を有すると判断した者をＪＡ

Ｆに推薦することができる。ただし、ＪＡＦで審査を行い承認された者でなければライセンスは発給されない。
　⑤クラブ代表者はカートオフィシャルライセンス３級所持者に対しカートオフィシャルライセンス２級を取得する資格

を有すると判断した者をＪＡＦに推薦することができる。ただし、ＪＡＦで審査を行い承認された者でなければライ
センスは発給されない。

　⑥ＪＡＦへの格式準国内までのカートコースの公認申請を行うことができる。
＜更新の成立＞
　①登録は暦年ごとに更新し、毎年１月１日から12月31日までを有効期間とする。年度の途中で登録したものは、その年

の12月31日までを有効期間とする。
　②更新登録は、同年12月１日から翌年度のものについて行うことができる。
　③その年度の３月末日を過ぎて更新手続きを行わない場合は、更新の資格を失い、加盟カートクラブに関する一切の権

利を消失するものとする。

３．公認カートクラブ
＜申請資格＞
　①国際的なカート競技会の開催と、カートに関する教育活動を目的としていること。
　②所属クラブ会員のうち30名以上がＪＡＦのカートドライバーライセンスもしくはカートオフィシャルライセンス所持

者であること。一人で両方のライセンスを所持している者については、どちらか一方のライセンスでのみ、所属クラ
ブの会員としてＪＡＦに届出ることができる。また、カートライセンス所持者の定数は、すでに他のクラブ、団体か
らＪＡＦへ登録されているものは除かれる。

　③国際競技会または全国的競技会を主催するにあたっては、すべての経費の支弁能力を有すること。
　④クラブ代表者は、ＪＡＦの会員で成年でなければならない。
＜申請手続き＞
　　上記＜申請資格＞を満たした上で、下記の提出書類および申請料を添えて手続きを行うこと。
　　なお、クラブ名称については別途定める「カートクラブおよび団体の名称に関する規定」に従うこと。
　①新規申請の場合：
　　（ａ）所定の様式による登録申請書
　　（ｂ）クラブの会則
　　（ｃ）所定の様式によるクラブ員名簿
　　（ｄ）所定の様式によるクラブ経歴書／名称に関する説明書
　　（ｅ）加盟申請料
　　（ｆ）年度登録申請料
　②更新申請の場合：
　　（ａ）所定の様式による登録申請書
　　（ｂ）クラブの会則
　　（ｃ）所定の様式によるクラブ員名簿
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　　（ｄ）年度登録申請料
　注）（ｂ）は従来の提出内容に変更がある場合にのみ必要とする。
　③年度途中の昇格申請の場合：
　　（ａ）所定の様式による登録申請書
　　（ｂ）クラブの会則
　　（ｃ）所定の様式によるクラブ員名簿
　　（ｄ）加盟申請料
　　（ｅ）年度登録料（準加盟、または加盟クラブとの差額）
　注）（ｂ）は従来の提出内容に変更がある場合にのみ必要とする。
　　　また、（ｃ）は公認カートクラブの申請資格を充足させるためのものとする。
　④更新申請の際、加盟カートクラブから公認カートクラブへ昇格申請する場合は、別途定める公認カートクラブの加盟

申請料を納入すること。
＜審査＞
　　昇格申請および更新登録申請に際しＪＡＦは、下記の事項について調査および審査を行い登録の適否を決定する。
　①全国的な公認競技会を主催するにあたっての当該クラブの組織能力について。
　②諸規則の遵守と義務行為の履行について。
　③上記審査に際して競技会審査委員会報告書を参考とする。
＜特典＞
　①加盟カートクラブの特典に加え、以下の特典が与えられる。
　②ＪＡＦの組織許可を受けて、すべての公認競技会を主催することができる。
　③クラブ代表者はカートジュニアＡドライバーに国際Ｇ（または国際Ｆ）ドライバーライセンスを、カート国内Ａドラ

イバーライセンス所持者に国際Ｅを、また国際Ｇ（または国際Ｆ）を取得する資格を有すると判断した者をＪＡＦに
推薦することができる。ただし、ＪＡＦで審査を行い承認された者でなければライセンスは発給されない。

　④クラブ代表者はカートオフィシャルライセンス２級所持者に対しカートオフィシャルライセンス１級を取得する資格
を有すると判断した者をＪＡＦに推薦することができる。ただし、ＪＡＦで審査を行い承認された者でなければライ
センスは発給されない。

＜更新の成立＞
　①登録は暦年ごとに更新し、毎年１月１日から12月31日までを有効期間とする。年度の途中で登録したものは、その年

の12月31日までを有効期間とする。
　②更新登録は、同年12月１日から翌年度のものについて行うことができる。
　③その年度の３月末日を過ぎて更新手続きを行わない場合は、更新の資格を失い、公認カートクラブに関する一切の権

利を消失するものとする。

４．加盟カート団体
＜申請資格＞
　①エンジン、タイヤ、部品および各種用品の製造、販売、その他カートスポーツに貢献する事業を営む法人、またはＪ

ＡＦが認めた任意団体であること。
　②公認カート競技会を組織するために、必要な諸規則に精通した者を所属させていること。
　③公認カート競技会を主催するにあたっては、すべての経費の支弁能力を有すること。
＜申請手続き＞
　　上記＜申請資格＞を満たした上で、下記の提出書類および申請料を添えて手続きを行うこと。
　　なお、名称については別途定める「カートクラブおよび団体の名称に関する規定」に従うこと。
　①新規申請の場合：
　　（ａ）所定の様式による登録申請書
　　（ｂ）定款（法人の場合）
　　（ｃ）役員名簿
　　（ｄ）履歴事項全部証明書の写し（法人の場合）
　　（ｅ）カートスポーツに関する事業目的についての説明書（申請理由、目的、活動内容等の詳細）
　　（ｆ）加盟申請料
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　　（ｇ）年度登録申請料
　②更新申請の場合：
　　（ａ）所定の様式による登録申請書
　　（ｂ）定款（法人の場合）
　　（ｃ）役員名簿
　　（ｄ）履歴事項全部証明書の写し（法人の場合）
　　（ｅ）年度登録申請料
　注）（ｂ）・（ｄ）は従来の提出内容に変更がある場合にのみ必要とする。
＜特典＞
　①ＪＡＦへエンジンの登録申請を行うことができる。
　②ＪＡＦへ部品や各種用品の公認申請を行うことができる。
　③ＪＡＦの組織許可を受けて、格式制限付以下の公認競技会を主催することができる。
　④ＪＡＦ国内カートカレンダーに記載登録を行うことができる。
　⑤公認競技会の開催にあたっては、他のクラブまたは、団体の協力を求めることができる。
　⑥ＪＡＦからカートスポーツに関する情報を受けることができる。
＜更新の成立＞
　①登録は暦年ごとに更新し、毎年１月１日から12月31日までを有効期間とする。年度の途中で登録したものは、その年

の12月31日までを有効期間とする。
　②更新登録は、同年12月１日から翌年度のものについて行うことができる。
　③その年度の３月末日を過ぎて更新手続きを行わない場合は、更新の資格を失い、加盟カート団体に関する一切の権利

を消失するものとする。

５．特別カート団体
＜申請資格＞
　①カート車両、エンジン、タイヤ、および部品の製造、販売、その他カートスポーツに貢献する事業を営む法人、また

はＪＡＦが認めた任意団体であること。
＜申請手続き＞
　　上記＜申請資格＞を満たした上で、下記の提出書類および申請料を添えて手続きを行うこと。
　　なお、名称については別途定める「カートクラブおよび団体の名称に関する規定」に従うこと。
　①新規申請の場合：
　　（ａ）所定の様式による登録申請書
　　（ｂ）定款（法人の場合）
　　（ｃ）役員名簿
　　（ｄ）履歴事項全部証明書の写し（法人の場合）
　　（ｅ）カートスポーツに関する事業目的についての説明書（申請理由、目的、活動内容等の詳細）
　　（ｆ）加盟申請料
　　（ｇ）年度登録申請料
　②更新申請の場合：
　　（ａ）所定の様式による登録申請書
　　（ｂ）定款（法人の場合）
　　（ｃ）役員名簿
　　（ｄ）履歴事項全部証明書の写し（法人の場合）
　　（ｅ）年度登録申請料
　注）（ｂ）・（ｄ）は従来の提出内容に変更がある場合にのみ必要とする。
＜特典＞
　①ＪＡＦへカート車両ならびに部品またはカート用品の公認申請を行うことができる。
　②ＪＡＦからカートスポーツに関する情報を受けることができる。
＜更新の成立＞
　①登録は暦年ごとに更新し、毎年１月１日から12月31日までを有効期間とする。



－39－－39－

カートクラブおよび団体の登録規定

　　年度の途中で登録したものは、その年の12月31日までを有効期間とする。
　②更新登録は、同年12月１日から翌年度のものについて行うことができる。
　③その年度の３月末日を過ぎて更新手続きを行わない場合は、更新の資格を失い、特別カート団体に関する一切の権利

を消失するものとする。

６．加盟カートコース団体
＜申請資格＞
　①カートコースを経営する法人あるいは個人事業体であること。
　②カートオフィシャルライセンス３級以上の所持者が１名以上所属していること。
　③公認カート競技会を主催するにあたっては、すべての経費の支弁能力を有すること。
＜申請手続き＞
　　上記＜申請資格＞を満たした上で、下記の提出書類および申請料を添えて手続きを行うこと。
　　なお、名称については別途定める「カートクラブおよび団体の名称に関する規定」に従うこと。
　①新規申請の場合：
　　（ａ）所定の様式による登録申請書
　　（ｂ）定款（法人の場合）
　　（ｃ）役員名簿
　　（ｄ）履歴事項全部証明書の写し（法人の場合）
　　（ｅ）カートスポーツに関する事業目的についての説明書（申請理由、目的、活動内容等の詳細）
　　（ｆ）加盟申請料
　　（ｇ）年度登録申請料
　②更新申請の場合：
　　（ａ）所定の様式による登録申請書
　　（ｂ）定款（法人の場合）
　　（ｃ）役員名簿
　　（ｄ）履歴事項全部証明書の写し（法人の場合）
　　（ｅ）年度登録申請料
　注）（ｂ）・（ｄ）は従来の提出内容に変更がある場合にのみ必要とする。
＜特典＞
　①ＪＡＦへ、格式準国内までのカートコースの公認申請を行うことができる。
　②ＪＡＦの組織許可を受けて、格式準国内以下の公認競技会を主催することができる。
　③ＪＡＦ国内カートカレンダーに記載登録を行うことができる。
　④公認競技会の開催にあたっては、他のクラブまたは、団体の協力を求めることができる。
　⑤国際Ｅライセンス講習会およびカートオフィシャルライセンス３級／２級／１級講習会を開催することができる。
　⑥代表者はカートジュニアＢおよびカート国内Ｂドライバーライセンスを取得する資格を有すると判断した者をＪＡＦ

に推薦することができる。
　⑦代表者はカートオフィシャルライセンス３級を取得する資格を有すると判断した者をＪＡＦに推薦することができる。
　⑧ＪＡＦからカートスポーツに関する情報を受けることができる。
＜更新の成立＞
　①登録は暦年ごとに更新し、毎年１月１日から12月31日までを有効期間とする。
　　年度の途中で登録したものは、その年の12月31日までを有効期間とする。
　②更新登録は、同年12月１日から翌年度のものについて行うことができる。
　③その年度の３月末日を過ぎて更新手続きを行わない場合は、更新の資格を失い、加盟カートコース団体に関する一切

の権利を消失するものとする。

７．公認カートコース団体
＜申請資格＞
　①カートコースを経営する法人であること（コースの格式が準国内である場合には個人事業体でも可）。
　②カートオフィシャルライセンス３級以上の所持者が１名以上所属していること。



－40－－40－

カートクラブおよび団体の登録規定

　③公認カート競技会を主催するにあたっては、すべての経費の支弁能力を有すること。
＜申請手続き＞
　　上記＜申請資格＞を満たした上で、下記の提出書類および申請料を添えて手続きを行うこと。
　　なお、名称については別途定める「カートクラブおよび団体の名称に関する規定」に従うこと。
　①新規申請の場合：
　　（ａ）所定の様式による登録申請書
　　（ｂ）定款（法人の場合）
　　（ｃ）役員名簿
　　（ｄ）履歴事項全部証明書の写し（法人の場合）
　　（ｅ）カートスポーツに関する事業目的についての説明書（申請理由、目的、活動内容等の詳細）
　　（ｆ）加盟申請料
　　（ｇ）年度登録申請料
　②更新申請の場合：
　　（ａ）所定の様式による登録申請書
　　（ｂ）定款（法人の場合）
　　（ｃ）役員名簿
　　（ｄ）履歴事項全部証明書の写し（法人の場合）
　　（ｅ）年度登録申請料
　注）（ｂ）・（ｄ）は従来の提出内容に変更がある場合にのみ必要とする。
　③年度途中の昇格申請の場合：
　　（ａ）所定の様式による登録申請書
　　（ｂ）定款（法人の場合）
　　（ｃ）役員名簿
　　（ｄ）履歴事項全部証明書の写し（法人の場合）
　　（ｅ）加盟申請料
　　（ｆ）年度登録申請料（加盟カートコース団体との差額）
　注）（ｂ）・（ｄ）は従来の提出内容に変更がある場合にのみ必要とする。
＜特典＞
　　加盟カートコース団体の特典に加え、以下の特典が与えられる。
　①ＪＡＦへ、格式国際までのカートコースの公認申請を行うことができる。
　②ＪＡＦの組織許可を受けて、すべての公認競技会を主催することができる。
　③代表者はカートオフィシャルライセンス３級所持者に対しカートオフィシャルライセンス２級を取得する資格を有す

ると判断した者をＪＡＦに推薦することができる。また、カートオフィシャルライセンス２級所持者に対しカートオ
フィシャルライセンス１級を取得する資格を有すると判断した者をＪＡＦに推薦することができる。ただし、ＪＡＦ
で審査を行い承認された者でなければライセンスは発給されない。

＜更新の成立＞
　①登録は暦年ごとに更新し、毎年１月１日から12月31日までを有効期間とする。年度の途中で登録したものは、その年

の12月31日までを有効期間とする。
　②更新登録は、同年12月１日から翌年度のものについて行うことができる。
　③その年度の３月末日を過ぎて更新手続きを行わない場合は、更新の資格を失い、公認カートコース団体に関する一切

の権利を消失するものとする。




